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                           陳  情  の  要  旨 
 

歯 や 口 腔 を 健 康 な 状 態 に 保 ち 、 そ し ゃ く や 口 腔 機 能 を 維 持 ・ 回 復 す る こ

と は 全 身 の 健 康 の 増 進 や 医 療 、 介 護 の Ｑ Ｏ Ｌ を 向 上 さ せ 、 国 民 医 療 費 節 減

にも役立っていることが「8020運動」によって実証されている。 

ま た 多 く の 国 民 は 、 歯 科 医 療 に つ い て 保 険 の き く 範 囲 の 拡 大 と 自 己 負 担

の軽減を強く望んでいる。 

し か し 現 実 の 歯 科 医 療 で は 、 歯 科 診 療 報 酬 が 抑 制 さ れ て い る た め 、 こ の

ような国民の要望に反して保険給付範囲が年々縮小されている。 

例 え ば 、 平 成 18年 の 診 療 報 酬 改 定 に つ い て は 、 歯 周 病 の 定 期 的 管 理 の 条

件 が 厳 し く さ れ 、 日 本 歯 周 病 学 会 員 の 82％ が 「 歯 周 病 の 治 療 が で き に く く

なった」との調査結果 (宮崎・鹿児島・沖縄３県歯科医師会会員並びに日本

臨床歯周病学会会員アンケート )に端的に示されているように、事実上、歯

周病の治療・定期的管理は保険で行えなくなっている。 

ま た 、 義 歯 の 作 成 ・ 調 整 の た め の 診 療 報 酬 が 低 く 抑 え ら れ る と と も に 厳

し い 条 件 が 付 加 さ れ た た め に 、 従 来 以 上 に 保 険 で よ り よ く か め る 入 れ 歯 の

提供が困難になっている。 

こ れ ら の こ と か ら 、 歯 科 医 師 だ け で な く 、 歯 科 衛 生 士 、 歯 科 技 工 士 の 労

働 環 境 も 一 段 と 厳 し く な り 、 各 地 の 歯 科 衛 生 士 や 歯 科 技 工 士 養 成 所 で 廃

校 、 定 員 割 れ が 起 き て い る な ど 、 将 来 の 歯 科 医 療 確 保 さ え 危 ぶ ま れ る 状 況

に 陥 っ て い る 。 こ の よ う な 事 態 を 放 置 す れ ば 、 多 く の 国 民 の 健 康 保 持 に 支

障 を き た す だ け で な く 、 国 民 医 療 費 の 節 減 に も 逆 行 す る こ と に な り か ね な

い。 

以 上 の 観 点 か ら 、 武 蔵 野 市 に お い て 、 保 険 で 歯 周 病 の 治 療 ・ 管 理 が 十 分

に で き る と と も に 、 保 険 で よ り よ く か め る 入 れ 歯 が 提 供 で き る な ど 、 保 険

で よ り よ い 歯 科 医 療 が 行 え る よ う 求 め る 意 見 書 を 地 方 自 治 法 第 99条 の 規 定

により、政府に提出していただきたい。 

 


